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児童生徒に性暴力被害がおこった場合の対応

学校全体の取り組み
◆事前に教職員の情報共有の範囲及び学校外の関係機関との調整担当教職員を決める 

◆性暴力は（疑い段階でも）重大事態として対応 

◆抱え込まず、外部のサポートも得てチームで対応する
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情報を得た教職員 別の教職員が何度も聞かない
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養護教諭

校長 

（教頭）

[学校]性暴力被害対応チーム

（担当を分ける）

加害児童生徒 
事実確認・保護者対応

被害児童生徒 
事実確認

市教委学校教育課（0858-22-8166）

性暴力被害者支援センターとっとり 
 0857-32-8211 

警察（少年サポートセンター）  0858-22-1574 

弁護士 

児童相談所 0858-23-1141 

倉吉市家庭児童相談窓口 (こども支援課   も

子ども発達・家庭支援室)  0858-22-8220
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被害児童生徒への対応(中長期の支援)

被害児童生徒の心のケア

性問題行動を起こす児童生徒への対応

これは、ひとつの対応指針であり、それぞれの学

校の状況や当該児童生徒の個別性を考慮して対応

にあたって頂くことが肝要であり、実際にはこの

ような流れにならないこともあります。 
被害の状況によっては、躊躇なく警察へ連絡をし

てください。
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スクールカウンセラーとの連携

報告

児童生徒 保護者 倉吉警察署（代表：0858-26-7110）
相談･通報


